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        教 育 推 進 部 専 任 参 事 
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                  教 育 セ ン タ ー 所 長        福 永  茂  君 
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１． 議事日程 

日程第 １ 会議録署名委員の指定 

日程第 ２ 箕面市学童保育に関する条例改正要請の件 

日程第 ３ 箕面市学童保育に関する条例施行規則改正の件 

日程第 ４ 箕面市重度障害児看護師補助金交付要綱廃止の件 

日程第 ５ 箕面市教育委員会事務局職員の分限休職処分の件 

日程第 ６ 教育財産移管の件 

日程第 ７ （仮称）水と緑の健康都市小中一貫校整備等事業特

定事業契約締結要請の件 

日程第 ８ 平成１８年第７回箕面市教育委員会定例会会議録の

承認を求める件 

日程第 ９ 教育長報告 

 

 

（午前１０時３０分開会） 

 

 

◯委員長（小川修一君） ： ただ今から、平成１８年第８回箕面市教育委

員会定例会を開催します。議事に先立ちまして、事務局に「諸般の報告」

を求めます。 

（事務局報告） 

◯委員長（小川修一君） ： ただ今の報告のとおり、本日の出席委員は４

名で、本委員会は成立しました。 

◯委員長（小川修一君） ： それでは、日程第１、「会議録署名委員の指

定」を行います。本日の会議録署名委員は、箕面市教育委員会会議規則

第４条第２項の規定に基づき、委員長において白石委員を指定します。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第２、議案第４１号「箕面市学童保

育に関する条例改正要請の件」を議題とします。議案の朗読を省略し、

提案理由を子ども部子ども支援課長に求めます。 

○子ども支援課長（南悦司君） ： 本件は、障害者自立支援法の制定によ

ります児童福祉法の改正に伴い、引用条項を整理する必要が生じたため、

本条例を改正しようとするものです。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませ

んか。 

◯委員長（小川修一君） ： ないようですので、議案第４１号を採決しま

す。本件を原案どおり可決することに異議はありませんか。 



（”異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案ど

おり可決されました。 

○委員長（小川修一君） ： 次に、日程第３、議案第４２号「箕面市学童

保育に関する条例施行規則改正の件」を議題とします。議案の朗読を省

略し、提案理由を子ども部子ども支援課長に求めます。 

○子ども支援課長（南悦司君） ： 本件は、萱野東小学童保育室の定員を

変更するため、本規則を一部改正しようとするものであります。 

○委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませ

んか。 

○教育長（仲野公君） ： 萱野東小の学童保育室の定員を増やすというこ

とですが、現状はどのような状況ですか。 

○子ども支援課長（南悦司君） ： 萱野東小の学童保育室は、年々児童数

が開発等によって増えています。平成１７年度に待機児童を出さない

という意味で学校と協議のうえ、仮の１教室を増やして整備していま

した。現在、４０名の定員に対して、７５名の在籍があります。その

教室を利用しながら、待機児童を出さずに運用してきましたが、今回、

府の補助金等を活用して、２教室分を連続で改修して定員に達する様

に工事して整備するものです。 

○教育長（仲野公君） ： 今回の措置で萱野東小は解決するのですが、他

の学童保育でそのような問題があるのでしょうか。 

○子ども支援課長（南悦司君） ： 今年度当初においては、待機児童ゼロ

でスタートしています。しかし、萱野小学童において、定員を超えて

いる状況がありまして、それについては、今の教室と萱野小学校と協

議のうえ、廊下部分とで運用させてもらっていますが、今後、考える

必要があると思っています。現在は、全学童ともに待機児童ゼロで行

っている状況です。 

○委員長（小川修一君） ： 他にもあるが、考慮のうえ、今回こういう措

置を執ったということですね。萱野小学童だけですか。 

○子ども支援課長（南悦司君） ： もう一つ、定員の面ではなく、施設の

面でいいますと、西南小学童が２階建てのプレハブで運営しているの

ですが、安全面とか老朽化も含めて、施設の整備面で西南小学童も検

討していく必要があると考えています。 

○委員長（小川修一君） ： つまり、こういった状況の他の学童保育室も

含めたうえで、今回この件を措置するということですね。 

○子ども支援課長（南悦司君） ： はい。 

○委員（白石裕君） ： 学童保育というのは、どういう保護者の方が希     



望されていますか。最初の届け出があるのでわかると思うのですが。そ

れと、その保護者が、学童保育に対して、こういうことをしてほしいと

いう要望があると思うのですが、市として、どのような対応、回答をし

ていますか。また、学童保育をされている人たち、実際に児童を面倒見

てくださっている人はどういう人なのか、その３点をお聞きしたいので

すが。 

○子ども支援課長（南悦司君） ： １点目の学童保育の趣旨ですが、共働

きをされている家庭で放課後保護者が家庭にいない児童の生活指導を

行うため実施させていただいています。学童保育は、１年生から３年

生までと、障害児については、６年生までを対応としています。ニー

ズは年々高まっていまして、女性の社会進出も含めて、子育て支援の

意味も含めて運営させていただいています。２点目の要望ということ

ですが、学童保育は、放課後から午後５時まで実施していますが、今

の社会状況も含めて、時間延長の希望ですとか、４年生までの拡大は

どうかというような、ご要望がございます。例年、学童保育の保護者

会と定期的な会合を持ちながら、一定の回答をさせていただき進めて

います。先ほどからの施設の関係からいいますと、ここ何年かで中小

学童も西小学童も、府の補助を活用しながら、施設面の整備を行って

います。運用については、社会福祉協議会に委託をしながら実施して

います。３点目の指導員ですが、社会福祉協議会に委託しておりまし

て、教諭資格、保育士資格、幼稚園教諭資格等を持った指導員が、い

ろんな安全も含めて対処しています。もう一つ付け加えますと、全児

童対象で自由な遊び場開放事業を実施しておりますが、異年令の交流

も含めてですが、これも一体的な運用ということで、社会福祉協議会

に委託をして実施しています。 

○委員（白石裕君） ： 子どもの問題というのは、家庭の問題でもありま

す。家庭の状況が、いろいろあるとは思いますが、行政として責任を

持たなければならない部分については、しっかりとやっていってほし

いし、やるべきだと思います。しかし、例えば、家庭が教育を放棄し

て、きちっとやるべきところを学童保育に任せっぱなしということは、

箕面ではないですね。 

○子ども支援課長（南悦司君） ： 学童保育室に、放課後、学校が終わっ

て帰ってくるときは、子どもは「ただいま」と言う様にして、家庭環

境と同じ部分としての位置づけで保育をしています。家庭の保育放棄

の関係については、児童虐待の関係で一部、学童保育室で預かる部分

はありますが、普通の学童保育というのは、共働き家庭などの子育て

支援ということで実施しています。 



○委員（坂口一美君） ： 定数の拡大に伴って、障害児の受け入れも非常

に多くなってくると思うのですが、条例の中で、障害児の受け入れの

定数について定めがあるのか、受け入れる障害を持つお子さんについ

ての対応を、定数を拡大したときどのように考えているのか教えてい

ただきたいのですが。 

○子ども支援課長（南悦司君） ： 学童保育の申請の際、障害のある児童

の場合には、障害の程度について、保護者の方々と実際のお子さんも

含めて、事前に面接させていただいて、対応しています。１年生から

６年生までを対応していますが、障害児の指導員の加配については、

何人で対応するかということを含めて、その面接で社会福祉協議会と

も協議しながら対応しています。予算的には、その障害児への加配と

いう点をあらかじめ組んで対応しています。 

○委員（坂口一美君） ： 希望者があった場合に面接対応して、希望者は

全員受け入れるというスタンスになっているということですね。 

○子ども支援課長（南悦司君） ： はい。そのように対応しています。 

○委員長（小川修一君） ： この件に関しまして、他に意見等はありませ

んか。 

○委員長（小川修一君） ： ないようですので、議案第４２号を採決しま

す。本件を原案どおり可決することに異議はありませんか。 

（”異議なし”の声あり） 

○委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案ど

おり可決されました。 

○委員長（小川修一君） ： 次に、日程第４、議案第４３号「箕面市重度

障害児看護師補助金交付要綱廃止の件」を議題とします。議案の朗読

を省略し、提案理由を教育推進部人権教育課長に求めます。 

○人権教育課長（笹川実千代君） ： 本件は、平成１８年５月に大阪府が

施行いたしました、市町村医療的ケア体制整備補助金交付要綱に基づ

いて、これは、医療的ケアを要する児童生徒の市町村立小学校及び中

学校の就学の機会を拡充し、より安全な学校生活や教育活動を補償す

ることなど、教育諸条件の充実を図ることを目的として施行されまし

た。これに基づき、箕面市重度障害児看護師補助金交付要綱を廃止す

るものです。 

○委員長（小川修一君） ： 大阪府の補助金交付要綱の施行に伴う、措

置ですね。この件に関して、何か意見、質問はありませんか。 

○委員（白石裕君） ： 小学校、中学校の児童生徒で、看護師にお手伝

いいただくことについて、箕面市が決めていたということですね。こ

れが、大阪府教育長の通知で、今まで箕面市単独でやっていたものが、



府下の全市町村対象になるわけですね。箕面市がやってきた事業がこ

れによって、もっと条件がよくなるのですか。 

○人権教育課長（笹川実千代君） ： 今まで、それぞれの市町村の中で医

療的ケアが必要な児童生徒についての入学、就学について検討され、

箕面ではそういう措置をしてきたのですが、やはり大阪府全体で必要

であるという認識の基にそういう制度ができました。これは各市町村

が、看護師を雇用することについての補助金です。本年度については、

一つの学校につき１６６万円を上限とし、その半額を補助するもので

す。箕面市の場合は、二つの小学校に対象児童がいますので、その２

校分の申請をしています。 

○委員（白石裕君） ： 一校につき１６６万円と説明がありましたが、補

助金というのは、箕面市が誰に対して、補助金を出していたのでしょ

うか。大阪府になった場合、大阪府が補助金の負担を誰に対して、行

うのでしょうか。 

○教育推進部次長（前田健君） ： 最初に、要綱の内容を簡単に申し上げ

ますと、箕面市の要綱は、医療的ケアを必要とする児童生徒の保護者

が看護師資格を持っておられる方と契約をされて、その方に学校にき

ていただき医療的ケアをしてもらう。そのときの２分の１を市が、２

分の１を保護者が負担するという要綱になっています。けれども、昨

年度は、たまたま、介助員の中に看護師資格の方を雇い入れさせても

らいまして、その方に医療的ケアをお願いした経緯がありまして、実

質は、保護者負担はありませんでした。今回の大阪府の医療的ケア体

制整備補助金要綱においては、医療的ケアの必要な子どもに対し、看

護師を雇っている市町村に対して、報酬の２分の１の補助を大阪府が

行うという制度でありまして、箕面市は現在、二人の児童があります

ので、それについては大阪府も認めて、今回のような制度になってい

ます。さきほど、条件がよくなったのかというご指摘については、看

護師資格をもっておられる方を介助員として雇うという難しさはあり

ますけれども、保護者負担の軽減となった点でいうと、非常に条件的

によくなったと認識しています。なお、１６６万円というのは、府が

１日の日当を８,３００円と決めていまして、その内の２分の１を府が

負担します。二人ですから最高限度が、１６６万円という数字になっ

ているのですが、保護者の負担が少なくなっていること、併せて市の

負担も若干軽減をされる様に変わったということです。 

○教育長（仲野公君） ： 更に補足をさせていただきますと、元々医療的

ケアの必要な子どもについては、看護師資格を持った人でないとケア

できないと医師法で決まっているわけです。国においては、そうした



医療的ケアの必要な子どもは、養護学校に通学してくださいという基

本的な考え方がございます。大阪府下や、箕面市においては、医療的

ケアが必要な子どもも、地域の学校で受け入れようと今まで取り組ん

できたわけです。ところが、医師法という縛りがありますので、看護

師資格をもった職員を市が採用して、介護すればよいのですが、それ

を、箕面市が先んじて取り組みますと、またそのような子どもたちが、

箕面市にたくさん通学するようになるという問題がありますので、な

んとか保護者に支援をしようという点から、保護者が看護師資格を持

った人を雇用して学校に行っていただく、その必要経費の２分の１を

市が補助しますという制度を作ったのが、今廃止しようとしている要

綱です。これが、平成１５年度からスタートしたのですが、保護者が

看護師資格を持った人を採用するとなると、雇用面や条件面などで、

いろんな問題があり、もし、事故がおきても保護者の責任になるので

はないかという課題がありましたので、この間、大阪府に、これを制

度化してほしいと要望していまして、その要望が今年度から認められ

て、大阪府で、市町村が採用した看護師の必要経費の２分の１は補助

するという制度がやっと実ったのです。このことによって、保護者も

市町村も安定して取り組めるということになりまして、保護者にとっ

ても市町村にとっても非常にいい制度が実ったということなのです。 

○委員（白石裕君） ： 養護学校に進学されることと、この問題は、関係

があるわけですね。 

○教育長（仲野公君） ： それは全国的な問題としてあります。 

○委員長（小川修一君） ： 他に質問、意見はありませんか。 

○委員長（小川修一君） ： ないようですので、議案第４３号を採決しま

す。本件を原案どおり可決することに異議はありませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

○委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案ど

おり可決されました。 

○委員長（小川修一君） ： 次に、日程第５、議案第４４号「箕面市教育

委員会事務局職員の分限休職処分の件」を議題とします。議案の朗読

を省略し、提案理由を教育推進部総務次長に求めます。 

○教育推進部総務次長（栗本忠夫君） ： 本件は、箕面市教育委員会事務

局職員の病気休暇取得に係る分限休職処分について、地方公務員法第

２８条第２項第１号の規定に該当し、分限休職辞令を発令するため提

案するものです。 

○委員長（小川修一君） ： この件について、質問、意見はありません

か。 



○委員長（小川修一君） ： ないようですので、議案第４４号を採決しま

す。本件を原案どおり可決することに異議はありませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

○委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案ど

おり可決されました。 

○委員長（小川修一君） ： 次に、日程第６、議案第４５号「教育財産移

管の件」を議題とします。議案の朗読を省略し、提案理由を生涯学習部

中央生涯学習センター・西南公民館担当専任参事に求めます。  
○中央生涯学習センター・西南公民館担当専任参事（津田善寿君） ： 本

件は、現在、箕面交通安全協会が市役所第二別館で事務を行っていま

すが、第二別館は老朽化がひどく、公共施設配置構想に基づき、今年

度末に施設の廃止をする予定です。よって、移転させる必要があるわ

けですが、移転場所は、箕面警察署に近いところが条件となり、中央

生涯学習センター・中央図書館・メイプルホールの北側の駐輪場とし

て使用している場所に、移転することが適切であるとのことから、教

育財産の市長部局への移管の依頼が、箕面市長からなされたものです。

駐輪場については、南側に移設することで施設の運営上支障がないも

のと判断し、今回、箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第

２条第１項第１５号の規定に基づき提案するものです。 

○委員長（小川修一君） ： この件について、質問、意見はありませんか。 

○委員長（小川修一君） ： ないようですので、議案第４５号を採決しま

す。本件を原案どおり可決することに異議はありませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

○委員長（小川修一君）  ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案

どおり承認されました。 

○委員長（小川修一君）  ： 次に、日程第７、議案第４６号「（仮称）

水と緑の健康都市小中一貫校整備等事業特定事業契約締結要請の件」を

議題とします。議案の朗読を省略し、提案理由を教育推進部教育政策

課長に求めます。 

○教育政策課長（中野仁司君） ： 本件は、水と緑の健康都市に平成２０

年４月に開校予定の小中一貫校の建設及び維持管理について、大阪府

が立替施行同等措置として、ＰＦＩという手法により、建設し、箕面

市が開校後の維持管理を行うことになっていまして、去る６月２２日

に大阪府が当該ＰＦＩ事業者選定審査委員会の審査を経まして、ＰＦ

Ｉ事業者落札者を決定いたしたため、（仮称）水と緑の健康都市小中

一貫校整備等事業特定事業契約の締結を市長に要請いたすものです。 

○委員長（小川修一君） ： 小中一貫校という教育の推進についてのハー



ドの面にあたる訳ですね。この件に関して、質問、意見はありませんか。 

○教育長（仲野公君） ： 今回ＰＦＩの方式によって契約をするというこ

とですが、契約の期間が、平成４０年３月３１日となっています。ＰＦ

Ｉの建設、学校の管理を含めて、今後のスケジュール等をお聞かせくだ

さい。 

○教育政策課長（中野仁司君） ： ＰＦＩのスケジュールですが、本日ご

議決を賜りましたら、議会に議案を提案させていただき、議決を経まし

て、１０月にこの契約書の本契約をいたす予定です。その後、各契約の

細部の調整を行いまして、来年の平成１９年１月から建設工事に入りま

して、平成２０年２月、約１２ヶ月と少しの間で学校を建設しまして、

２月に引き渡しを受けて、平成２０年４月に開校する予定です。ＰＦＩ

については、建設と開校後の建物や設備の各種維持管理業務を併せて、

箕面小中一貫校パートナーズ株式会社が行いまして、維持管理について

は、２０年間です。よって、契約期間が４０年までということになって

います。 

○委員（白石裕君） ： 公立の小・中学校は、建物を建てる場合には、通

常ですと、公立学校施設整備費国庫負担制度で、施設整備については、

通常、２分の１か、３分の１の補助金が出ると思うが、箕面市立の小中

一貫校なのですから、補助金が出るはずですが、それが入った予算とな

るのですか。この契約書にある金額は、箕面市が出す金額だと思うので

すが。 

○教育政策課長（中野仁司君） ： 義務教育の国庫負担にかかる補助金で

すが、三位一体の改革等により、大幅に中身が今、見直しをされている

ところです。今回、建設については、ＰＦＩということですが、その前

提として、大阪府が箕面市に替わって建設する立替施行制度を活用して、

ＰＦＩという形になっています。立替施行については、義務教育の補助

金が一番有利、もっともたくさんの額がとれると従来なっていましたが、

今回、補助金制度そのものが見直しになりまして、金額も含めて今、府

教育委員会等を通じて、調整や情報の把握に努めているところです。補

助金については、当然、市としても見込んでいまして、特定財源として

活用できるものと考えていますが、金額等細部については、調整中です。 

○委員（白石裕君） ： 建てるについては、この補助金は、算定していな

いと言うことですか。 

○教育政策課長（中野仁司君） ： 見込額としては、算定いたしておりま

す。 

○委員（白石裕君） ： ２６億円という金額の中に入っているのですか。 

○教育政策課長（中野仁司君） ： 契約金額は、２６億円ですが、実際に



支払いが生じますのは、平成２０年以降になります。具体的には、平

成２０年度の当初予算に計上して、その時点で歳入に補助金として予

算計上する予定です。 

○委員長（小川修一君） ： この件については、ハードの面で取りあげて

いますが、同時に教育委員会としては、ソフト面を重視するべきだと思

いますが、現在のところ、小中一貫校に関してのこれまでの取り組みや

小中一貫教育をする趣旨、目論見を概括で結構ですから、現状のところ

で説明いただきたいと思うのですが。 

○学校教育課長（若狭周二君） ： 小中一貫校の趣旨ですが、大きく３点

あります。一つは、「小中間の段差の解消」、スムーズな接続を求めま

す。もう一点は、「確かな学力の向上の推進」を図っていきます。もう

一点は、「地域に開かれた学校」という３点が大きな目標であります。

庁内会議において、小中一貫教育推進会議を立ち上げ、そこで校長先生

他に集まっていただきながら、大まかな動きを決めています。カリキュ

ラムについては、昨年度より小中一貫カリキュラム等検討チームを立ち

上げ、あらゆる科目の見直しを図っています。とりわけ中期、小学校５

年生、６年生と中学１年生の段階のカリキュラムの重なりや指導内容の

重複を研究していただいています。他に、小学校における英語活動及び

「ふるさと箕面」という地域に根ざしたテーマを設定し、研究に努めて

います。今後、平成２０年度、（仮称）水と緑の健康都市小中一貫校の

開校に向けまして、市内全域で小中一貫教育を進めていくという考えで

今、教育委員会では、進めているところです。 

○委員長（小川修一君） ： 具体的な取り組みについて説明がありました

が、対象になっているのは、止々呂美小学校中学校と思っているので

すが、今の説明では、単に止々呂美にとどまらず、全市的にこれを取

り組みたいという構想なのですね。それについての取り組みの具体的

なスケジュール等はどのように考えておられますか。 

○学校教育課長（若狭周二君） ： まず、小中一貫教育は、止々呂美小、

中学校をパイロット校として、市内全域に広めていこうと考えていま

す。そのスケジュールですが、現在、小中一貫教育ということで、昨

日の教職員全体研修会において全教職員に向け、事務局から発信した

ところです。教職員の皆様の意識を変えるという認識を基に小中一貫

カリキュラム等検討チームで教科内容の研究を、組織については、小

中一貫校準備チームを設置して、小中一貫校の具体的なことを考えて

います。その二つの元締めとして、小中一貫教育推進会議を庁内に立

ち上げまして、平成１８年度以降各中学校区の小中一貫教育の推進が

どうあるべきかを考えていきます。同時に国の動向もありますので、



平成２０年度を目途に小中一貫校を開校しますが、全市的には、随時、

小中一貫教育を導入するという考えで動いています。 

○委員長（小川修一君） ： 趣旨あるいは期待される事柄については、今

日的な教育課題というものをクリアするひとつの大きな手だてだと、

私は思いますので、是非市をあげて、教育委員会をあげてこの一貫校

の実現に力を注ぎたいと思っています。我々教育委員会としては、こ

のことを一つの全国に先駆けての取り組みと位置づけたいと思ってい

ます。 

○委員長（小川修一君） ： 他にこの件に関して、何か質問等はありませ

んか。 

○委員長（小川修一君） ： ないようですので、議案第４６号を採決しま

す。本件を原案どおり可決することに異議はありませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

○委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案ど

おり可決されました。 

○委員長（小川修一君） ： 次に、日程第８、報告第２１号「平成１８年

第７回箕面市教育委員会定例会会議録の承認を求める件」を議題とし

ます。議案の朗読を省略し、提案理由を教育推進部総務次長に求めま

す。 

○教育推進部総務次長（栗本忠夫君） ： 本件は、去る７月１１日に開催

されました第７回箕面市教育委員会定例会会議録を箕面市教育委員会

会議規則第４条の規定により提案するものです。 

○委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か意見、質問はありませ

んか。 

○委員長（小川修一君） ： ないようですので、報告第２１号を採決しま

す。本件を報告どおり承認することに異議はありませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

○委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。 

○委員長（小川修一君） ： 次に日程第９、「教育長報告」を議題としま

す。教育長に報告をお願いします。 

○教育長（仲野公君） ： （議案書３９頁により報告） 

《教育行政の課題等》 

◎平成１８年度大阪府都市教育長協議会夏季研修会及び定例会 

  ７月２８日にアウィーナ大阪で開催され、文部科学省と府教育委員会

に対する要望内容を部門別に分かれて、それぞれ協議検討され、素案

としてとりまとめられました。部門別については、輪番制となってお



り、箕面市は今回は、人権教育部分に入らせていただきました。ここ

でまとめられました内容を８月２８日の次回夏季研修会で最終案とし

て決定をされるという予定になっています。 

◎豊川北小学校の校庭の一部芝生化について 

  ７月６日に校庭緑化委員会等地域の皆さんの協力のもと、５年生、６

年生の児童とともに芝生の植栽を行いました。あれから一ヶ月が経過

して、見事に順調に育っています。また、芝生とは別に、校舎のベラ

ンダにプランターを置き、アサガオを植えて、緑のカーテン、と称し

ているのですが、こちらも順調に育っていることを報告させていただ

きます。 

◎郷土資料館の移転について 

  ７月２９日にオープンの記念式典をいたしました。８月１日から市民

のみなさんに一般開放しているのですが、現在のところ順調に来てい

ただいているということを報告させていただきます。 

◎ジュニアソフトボール大会について 

 ８月５日の土曜日と６日の日曜日にかけて、市民野球場で開催しました。

男子１４チーム、女子５チームの参加のもと、炎天下でしたが、大した

事故もなく、無事終了しましたことを報告させていただきます。 

◎教職員全体研修会について 

 ８月７日にグリーンホールで開催しまして、止々呂美小学校、中学校の

小中一貫校としての取り組みの説明、それと園田学園女子大学の野口教

授を講師としてお招きして、小中一貫教育の目指すものと題し、ご講演

いただきましたことを報告します。 

○委員長（小川修一君） ： この件で何か、質問、意見はありませんか。 

○委員長（小川修一君） ： ないようですので、以上をもちまして、本日

の会議日程は終了しましたが、その他、教育行政に係る報告があれば、

申出を受けますがいかがですか。 

○委員長（小川修一君）  ： ないようですので、本日の会議は全て終了

し、付議された案件、議案６件、報告１件はすべて議了しました。これ

をもちまして、平成１８年第８回箕面市教育委員会定例会を閉会としま

す。 

 

 

（午前１１時２２分閉会） 

 

 

以上のとおり会議の次第を記し、相違ないことをみとめたので、ここに






